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「宮城県中小企業等再起支援事業補助金委託業務」に関する企画提案前提条件 

 

１ 委託業務の前提条件等 

宮城県（以下、「発注者」という。）は、宮城県中小企業等再起支援事業補助金の運営に関

して、以下に記載する事務手続を受託者が履行することを前提として、企画提案を求める。 

 

２ 人員配置 

受託者は、本業務委託を遂行するために必要な人員を配置し、業務を行う。必要な人員につ 

いては、本前提条件に記載された想定業務量を踏まえ、本前提条件に記載する諸要件を満たす 

範囲で、受託者が提案すること。 

  ただし、人員に関する提案は下記の要件を満たすものとする。 

（１）管理責任者及び副管理責任者 

  受託者は業務従事者の指揮及び業務の遂行上必要となる発注者との調整等を行い、本委託 

業務全体の管理等を行う者（以下、「管理責任者」という。）を１名配置するものとする。 

また管理責任者を補佐するもの（以下、「副管理責任者」という。）を１名以上配置するも 

のとする。 

（２）リーダー 

   受託者は、業務従事者数名に対し１名の割合で、業務従事者数名の業務の進捗を管理し、 

管理責任者及び副管理責任者への報告等を行う者（以下、「リーダー」という。）を配置す 

るものとする。 

 

３ 委託業務内容 

  受託者が履行する事務手続きは次のとおりである。 

（１）事務局設置 

   ・受託者は、令和７年７月１日（火）に以下（２）から（７）の業務を実施する拠点を開 

設すること。 

・事務局設置期間は、令和７年７月１日（火）から令和７年９月１０日（水）までとし、 

原則として、宮城県の休日を定める条例（平成元年宮城県条例第１０号）第１条第１項に 

規定する県の休日を除く毎日の午前１０時から午後５時までとする。 

・発注者や申請者と電子メールでの対応も想定されるので、メールアドレスを取得するこ 

と。 

   ・開設時には何割かの業務従事者を投入し、段階的に増員する提案でも差し支えない。 

（２）電話問合せ対応 

   ・受託者は複数の電話回線を設置し、申請者からの電話による問合せに対応すること。 

・受託者が対応を行う期間は、令和７年７月１日（火）から令和７年９月１０日（水）ま 

でとし、原則として、宮城県の休日を定める条例（平成元年宮城県条例第１０号）第１ 

条第１項 
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に規定する県の休日を除く毎日の午前１０時から午後５時までとする。 

   ・受託者は、電話問合せ対応を行った場合は、記録表に内容を記載し、保管すること。 

・対応を行った翌日午前１０時までに対応件数を発注者に報告すること。 

・電話問合せ対応で疑義が生じた場合は、発注者に確認の上、対応することとし、確認は、 

管理責任者、副管理責任者、リーダーのいずれかが行うこと。 

・１日あたりの受電件数は５０件を想定するもの。 

（３）オンライン申請フォーム作成業務 

・受託者は、申請者がオンラインで申請できるよう、必要な入力項目を備えたオンライン

申請フォームを作成すること。 

・申請フォームは、発注者が提供する様式及び記載例に基づき、誤入力防止等に配慮して

作成すること。 

・申請フォームの作成は、令和７年７月１日（火）までに完了し、事前に発注者の確認を

受けること。公開後は、申請受付期間中、安定して運用されるようにすること。 

・申請内容の一覧データは、発注者から求めがあった場合には、速やかに提出すること。 

（４）申請書受付業務 

   ・補助金の募集期間は、令和７年７月８日（火）から令和７年８月８日（金）までとする。 

・受託者は、オンライン申請フォームを通じて送付された申請書類を受け付け、適切に処

理すること。 

・申請者から郵送にて提出される申請書類についても、同様に受け付けること。 

・受理した内容を発注者が指定する管理簿に記載し、保管すること。 

・対応を行った翌日午前１０時までに申請書類受理件数及び申請金額を発注者に報告する

こと。 

・申請件数は５００件と想定するもの。なお、書類不備による再提出は左記に含めない。 

（５）申請書審査業務 

  ・受託者は、発注者が示す「宮城県中小企業等再起支援事業審査票」に基づき、申請書類 

の審査を行うこと。 

・審査結果については管理簿に記載し、申請書類（オンライン申請の場合は提出データを

含む）を保管すること。 

・申請書類に不備（添付書類不足、記載内容誤り、申請内容誤り等）があった場合は、申 

請者に対し、電話連絡（電話に出ない場合は電子メールも可（発信から２日以内））の上、 

修正依頼及び再提出を求めること。 

・申請書類等にナンバリングを行うなど、検索が容易にできるよう留意のこと。 

・申請件数は５００件と想定する。なお、書類不備による再提出は左記に含めない。 

（６）交付決定（案）作成業務 

   ・受託者は、申請書審査業務で審査完了したものを発注者が交付決定を行えるよう、管理

簿に記載するとともに、発注者が定める様式で申請者ごとに交付決定書（案）を作成す

ること。 
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   ・週１回発注者に交付決定書（案）を送付すること。 

   ・交付決定に関する申請者からの電話問合せに対応すること。 

   ・交付決定件数は３５０件と想定する。なお、書類不備による再提出は左記に含めない。 

（７）附帯する業務 

  イ 業務の改善に関する提案 

   ・受託者は、本業務委託の趣旨を十分に理解し、発注者（及び受託者）がより効率的に業 

務を遂行できるよう、必要に応じて積極的に業務の改善を提案すること。 

   ・業務改善の実施については、発注者及び受注者等が協議の上判断するものとし、受 

託者は発注者の同意なく業務の大幅な変更を行うことはできないものとする。 

  ロ 発注者等との連絡及び調整  

   ・受託者は、（１）から（６）の業務を行うために必要となる発注者等との連絡及び調整 

を行う。 

  ハ 発注者への報告等 

   ・受託者は、本業務委託に関することについて、発注者が報告を求めた場合は、遅滞なく 

発注者への報告を行うこと。 

・（１）から（６）で定める報告のほか、受託者が業務の適正かつ円滑な運営のために必 

要であると判断した事柄については、遅滞なく発注者に報告すること。 

 

４ 委託業務の実施方法等 

  委託業務の実施方法等については、次のとおりとする。 

（１）業務運営計画書類に基づく業務運営 

   受託者は、発注者との委託契約締結後において、採択された企画提案書を基に次のイから 

ハまでの書類を作成し、発注者の承認を受けた上で本件委託業務を運営すること。ただし、

企画提案に係る提出書類において、既に明示されている場合は、この限りでない。 

なお、受託者は、業務量の変動等に応じて、発注者と協議の上、適切に人員体制等を調整

しなければならない。 

  イ 業務運営計画書（要員教育を含めて記載したもの） 

  ロ 業務実施体制図 

  ハ 区画の利用図 

（２）県との連携体制の確保 

  イ 管理責任者に係る研修 

    受託者は、必要に応じ、業務を開始する前に、発注者と協議の上、必要に応じ一定の期 

間、本委託業務に係る管理責任者等を県の執務室において、本件委託業務の実務に係る研 

修に当たらせるものとする。 

  ロ 情報の共有化等 

    受託者は、本件委託業務の遂行に関して、常時、発注者との連絡体制を整え、情報の共 

有化を図るとともに、業務の遂行に関して見解や方針に食い違いが生じないようにしなけ
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ればならない。 

（３）要員教育の実施等 

  イ 基礎研修の実施 

    受託者は、本件委託業務に係る従事者に対し、本件委託業務の制度趣旨及び内容、関連 

する労働法令、情報処理、個人情報の保護や守秘義務などに関する研修を行い、本件委託 

業務に対応できる能力を習得させるものとする。 

  ロ 業務マニュアルの作成 

    受託者は、発注者から提供する業務の実施に関する資料を基に、業務マニュアルを作成 

し、要員教育及び業務の実施に活用するものとする。 

    なお、業務マニュアルの運用を開始する前に、発注者の確認を受けること。 

  ハ 対応の標準化とサービスの向上 

    受託者は、上記の実施と併せ、組織内でその知識や経験等を共有することで、対応の標 

準化を図るとともに、申請者に対するサービスの向上に努めなければならない。 

（４）業務の進捗状況の管理 

   受託者は、（１）イの業務運営計画書に基づき、常に業務の進捗状況を把握し、遅滞なく 

業務を遂行するため、適宜適切な措置を講じなければならない。また、受託者は業務の進捗 

状況について発注者に定期的に報告するとともに、業務の遅延等が生じた場合又は見込まれ 

る場合は、直ちに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。 

（５）確実性のある業務運営 

  イ 処理のエラー率 

    受託者は、本件委託業務に係る各種作業のエラー（誤り）の回数を全処理件数の３％未 

満とするよう努めなければならない。 

  ロ 処理期限の達成率 

    受託者は、本件委託業務に係る処理期限の達成率を原則１００％としなければならない。 

（６）書類等の適正な管理・保管 

   受託者は、各種書類について、常時、発注者からの求めに応じ検索できる体制を整えると 

ともに、毀損、紛失、処理漏れ等が生じないよう、適正に管理するものとする。 

（７）情報セキュリティ対策等 

  イ 守秘義務及び資料転用の禁止 

    受託者は、本件委託業務を実施する上で知り得た情報に対する守秘義務を遵守するとと 

もに、申請者からの提出のあった各種書類並びに発注者が提供する一切の資料及び電子デ 

ータを本件委託業務以外の目的で使用してはならない。 

  ロ 個人情報の保護 

    受託者は、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」及び「個人情

報の保護に関する法律施行条例（令和４年宮城県条例第７２号）」を遵守し、業務を履行

する。 

  ハ 事故等が発生した場合の取扱い 
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    受託者は、本件委託業務の遂行上、何らかの事故や不適切な事務処理により、情報保全 

ができなかった又は保全できていない可能性が生じた場合、直ちに発注者に報告し、発注 

者の指示に従い対応するものとする。 

    なお、この場合において生じた費用（個人情報の漏洩等に係る損害賠償金を含む。）は、 

全て受託者が負担するとともに、受託者は、事実関係を明らかにした報告書を遅滞なく発

注者に提出しなければならない。 

（８）信用失墜行為の禁止 

   受託者は、本件委託業務の実施に当たり、申請者及びその関係者と利害関係を持つなど、 

発注者の信用を失墜する行為を行ってはならない。 

（９）従事者の身分の明確化等 

   受託者は、本件委託業務の従事者に名札を着用させるものとする。また、従事者に対し業

務遂行に適した服装を求めるものとする。 

（10）危機管理 

   受託者は、本件委託業務遂行中において事故・災害等が発生した場合においても本件委託 

業務の遂行に支障をきたすことがないよう十分な対応策及び緊急時対応体制を整えるものと 

する。 

（11）再委託の制限 

   受託者は、本件委託業務を第三者に委託（以下「再委託」という。）してはならない。た 

だし、本件委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再

委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先におけ

る安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にし

た上で、業務の着手前に県の承認を得るとともに、再委託先に対し本件委託業務に係る一切

の義務を遵守させ、その行為及び結果について責任を負わなければならない。 

（12）その他 

   受託者は、本件委託業務の実施にあたり、不明な点や本前提条件等に定めのない事項が発 

生したときは、発注者と協議の上、決定するものとする。 

 

５ 成果物の納期 

  本件委託業務の開始前に必要となる成果物の納期は、次のとおりとする。 

（１）次の業務運営計画書等  令和７年６月２７日（金）（予定）まで 

  イ 業務運営計画書（要員教育を含めて記載したもの） 

  ロ 業務実施体制図 

  ハ 区画の利用図 

（２）業務マニュアル  令和７年６月２７日（金）（予定）まで 

 

６ 業務の実施に関する資料 

  発注者は、本業務委託に係る企画提案及び業務の実施に必要となる次の資料を、企画提案者 
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に対して提供する。 

（１）宮城県中小企業等再起支援事業補助金のご案内（チラシ） 

（２）交付申請書様式 

（３）宮城県中小企業等再起支援事業補助金交付要綱 

（４）補助金等交付規則 

（５）宮城県中小企業等再起支援事業補助金審査票 

  その他、適宜追加する場合がある。 

 

７ その他留意事項 

  上記に記載されていない事項については、次のとおりとする。 

（１）委託業務量が想定数量を上回った場合の取扱い 

   本件委託業務に係る業務量が想定数量を上回った場合において、契約金額を変更する必要 

があると発注者が判断した場合は、発注者と受託者が協議の上、決定する。 

（２）成果の帰属 

   本業務により得られた成果は、原則として、発注者に帰属するものとする。 

（３）宮城県中小企業等再起支援事業補助金交付要綱 

   受託者は、本前提条件のほか、宮城県補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号） 

及び宮城県中小企業等再起支援事業補助金交付要綱等に従い委託業務を適切に実施すること。 


